
住 民 監 査 請 求 の 流 れ 
                                                        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

請 求 書 の 提 出 

事務局による形式要件の確認 

請 求 書 の 受 付 

事務局による補正要望 

形式要件不備の場合 

監 査 委 員 に よ る 要 件 審 査 

請求書の受理（委員合議） 

要件適法の場合 
要件不適法の場合 

却 下（委員合議） 

補 正 命 令 

補 正 

補正拒否 

補 正

不 可  

陳述の聴取等(請求人、執行機関職員) 

 

監査実施計画の策定 

監査実施（予備監査、本監査、関係人調査） 

監 査 結 果 の 決 定 （ 委 員 合 議 ） 

請求人への通知及び公表 

却  下 

知事等への勧告 

認  容 

請求人への通知 

通知 

60

日

以

内

（

補

正

期

間

を

除

く

） 

・議会、知事 

 

・監査対象機関へ通告 

・請求人に対する陳述の機会

の付与の通知 

＊暫定的停止の要件を備え

る場合には、停止勧告 

請求書の取下げ 

・監査、勧告を実施しないこと 

 に対して訴訟の提起ができる 

知事等からの勧
告措置結果報告 

措置結果報告公表及び
請求人への通知 

・監査結果又は勧告に不服がある 

・勧告に対しての措置に不服がある 

・必要な措置を講じない 

ことに対して提訴ができる 

棄     却 

住 民 訴 訟 

住 民 訴 訟 

補正可 

 

・請求人に対する証拠の提出 

及び陳述の機会の付与 

請 求 の 要旨 の 通知 



知
事
の

補
助
機

関 

外部監

査人 

個別外部監査人による住民監査請求の流れ 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請  求  書  の  提  出 

事務局による形式要件の確認 

請  求  書  の  受  付 

 

監 査 委 員 に よ る 要 件 審 査 

 

請求書の受理（委員合議） 

要件適法の場合 

（補正による適法含） 

要件不適法の場合 
却  下（委員合議） 

補正拒否  
補正不可  

知事への通 知 

 

個別外部監査によることが相当であるか

についての決定 

契約締結議案に係る監査委員の意見聴取 

請求人への通知及び公表 

却 下 

知事等への勧告 

認 容 

請求人への通知 

監査委員による監査  
（処理期間請求日から 60日。相当性
なしとした理由を監査結果に記載） 

相当性なし 

相当性あり 

請求人への通知 

 

監査の実施（陳述の聴取を含む） 

＊包括外部監査人と契約を締結する
る場合には、監査委員の意見や議案
決ではなく議会への報告 
 

個別外部監査契約の締結及び契約締結告示 

契約締結議案の付議・議決 

外部監査人の人選 

 

個別外部監査人が関係
人調査等を行うに当たっ
ては監査委員との協議 

 

監 査結果 の決 定（委 員合議 ） 

監 査 結 果 の 監 査 委 員 へ の 報 告 

＊外部監査人の補助者について
監査委員との協議 
 

補助者の告示 

棄 却 

90

日

以

内

（

補

正

期

間

を

除

く

） 

20
日
以
内
（
補
正
期
間
を
除
く
） 住 民 訴 訟 

住 民 訴 訟 

知事等からの勧
告措置結果報告 

措置結果報告公表及び
請求人への通知 

・・監査、勧告を実施しないこと 
に対する訴訟の提起ができ
る 

・監査結果又は勧告に不服がある 
・勧告に対しての措置に不服がある 
・必要な措置を講じない 

ことに対する提訴ができる 

請 求 の 要旨 の 通知 

・議会、知事 

 


